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園田委員・高島委員・田中委員・塚口委員・中西委員・葉狩委員
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事 務 局 西総務部長・竹中室長・篠木課長・森課長補佐・佐藤副主幹・高

者 塚主査

傍聴の可否 可・不可・一部不可 傍聴者数 ０ 人

傍聴不可・一部

不可の場合は、

その理由

１ 会長あいさつ

２ 審議事項

会 議 次 第 諮問第２０号

川西市個人情報保護条例の整備について

指定管理者制度の導入に伴う個人情報保護について

３ その他

別紙、審議経過のとおり。

会 議 結 果
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会 長：挨拶

事 務 局：説明

本日提出資料の確認及び説明

事前送付資料→①開催通知

②地方自治法改正による指定管理者について

③川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関

する条例

本日提出資料→①レジメ

②個人情報保護条例における指定管理者に係る各自治体

の条文例

③指定管理者に伴う見直しの対象となる川西市個人情報

保護条例の条文

審議事項

諮問第２０号（川西市個人情報保護条例の整備について）

指定管理者制度の導入に伴う個人情報保護について

会 長 ただいまより第３４回になりますが、川西市個人情報審議会を開催させ

ていただきます。本日は、１名委員が遅れて見えるということですが、

あとの委員の皆さんはお揃いなので、当然定足数に達しておりますから

正式に議題についてご検討いただきたいと思います。本日から、さきに

諮問第２０号ということで、個人情報保護条例の整備について、我々、

市長さんから諮問をうけておりますので、その諮問の内容に従いまして

ですね、実質的なご審議をいただきたいというふうに思っております。

本日、特に、地方自治法の改正による公の施設の管理に関しまして、指

定管理者制度というのが導入されておりますので、指定管理者について

条例をどのように適用して個人情報保護してもらうかということが論点

になろうかと思います。これについて、本日はご審議いただくというこ

とですけども、事務局のほうから本日の審議にあたりまして、書類等に

ついての確認、ありはご説明いただきたいとおもいますので、よろしく

お願い致します。

事 務 局 ※ 説明（略）

会 長 ありがとうございました。今回の地方自治法の改正によりまして、公の

施設についても民間の事業者にも管理というものを任せるということが

できる改正で、指定管理者との間では協定が結ばれると、いうことにな

って、その協定によって、公の施設を利用する個人の情報が指定管理者

によって、管理されるということになるわけですけども、それについ

て、現在は指定管理者の制度を予定して条例がつくられていませんか

ら、現在のところはそれの手当がないということですね。それをどうい

うふうに条例の規定を及ぼすかというようなことが、そこで問題になる

わけですけれども、皆さん資料などお揃いでしょうかね、そうしました

ら、指定管理者制度の導入と個人情報保護について、ということで事務

局のほうで、いきさつや、改正のポイント等についてご説明いただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。

事 務 局 ※ 説明（略）

会 長 ありがとうございました。 今、説明のありました指定管理者制度とい

うのものの、導入のいきさつとかその内容、情報公開条例とか、そうい
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うところにおよぶものとかの説明をいただいたんですが、何か質問は御

質問ありませんでしょうかね。

これは３年以内ですから、今、管理委託制度になってるのは…。管理委

託制度というのが今あるわけだけど、それの適用というのはどうなって

るんですか。

事 務 局 今、現在で委託しておりますのは、出資法人によって管理委託していた

だいてるものだけで。

会 長 どの施設ですか。

事 務 局 施設としましては、みつなかホール、文化会館…。いわゆる社会福祉事

業団とか、文化財団とか、たとえば文化財団でしたら、みつなかホール

なんかが、管理委託させていただいてます。障害者施設とか、高齢者の

施設なんかについては、社会福祉事業団のほうに、これも出資法人にあ

たるんですが、そういったところで、管理いただいてます。あわせて他

にも、たとえば、コミュニティセンターであるとか、そういったところ

については、地域のコミュニティ組織に管理委託をしているとか、そう

いったかたちでの施設については、比較的ございます。委託先について

はいろいろなところであるというふうなところであるとご理解いただけ

ればと思います。

会 長 今の管理委託制度というのは、３年後を目途に解消すると、そして指定

管理者制度に移行するというのがこの法のめざしているところですよ

ね。そうすると、今、管理委託者制度を利用しているのは公共的団体と

か、あるいは出資法人で政令で定めるとかなっていますよね。今度、管

理委託から、指定管理者制度に移ると、場合によったら、前の管理委託

を指定管理者の制度にするか直営にするか、そういう判断をせないけな

いわけですよね。だいたいは直営するということはもとに戻るというこ

とで、たぶん指定管理者制度のほうになると思うんですけどね。指定管

理者制度というのは、公募制度みたいなことですよね。早い話が。特定

のところに指定するにあったてね、公募するってはなしになるわけです

か。必ずしも民間の事業者に委託せなあかんというわけじゃないので、

従来の公共的団体というのも応募者の一人ということになりうるわけで

すね、そしたら。

事 務 局 一応、原則公募ということで、公募委員そのものもまだ決まっていない

わけですけども、その委員会等を立ち上げて、公募が原則ということで

進められるようです。ただ、いつ移行するかということについては、今

現段階においては、ここの施設というのはまだ決定はしておりません。

会 長 前回いただいた資料の中に、川西市公の施設にかかる指定管理者の指定

の手続き等に関する条例というのが、今年の４月１日にでき上がって、

指定するときには、この手続き条例に従って指定されるということにな

るわけですね。そういうことを理解していただいて、そもそも、情報公

開条例ではどういうところを直したかということだけど、これをちょっ

とご説明いただけます？改正ポイントを。前にちょっといってもらった

けど、もう一回ちょっと確認したいと思います。

事 務 局 はい。ただ、まだ答申としていただいているわけではないのですが…。

会 長 そうなの。決まったわけじゃないわけですか。

事 務 局 方向性を示していただきまして、次回に最終的な答申案を出して、議論

いただき、決定するということで、前回、提出させていただきましたの

は、その審議の過程でそういった方向に向かっているというところであ

るということで…。そうした実際のところ、どういうふうな方向なのか

といいますと、とりあえず情報公開条例の中では、実施機関に入れる入

れないの議論もあったのですが、端的にも申しますと、現行、出資法人

の情報公開という規定があるのですが、お手元に冊子があると思います
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が、91頁に「第２７条(出資法人の情報公開)」という規定があるのです

が、とりあず指定管理者につきましても、このような出資法人の規定と

同様なものを、すなわち、現時点ではどうのよなものが指定管理者にな

るのかというものが未定なところもございまして、運用等不確定要素が

多い中で、とりあえずは、出資法人の情報公開というレベルで規定を設

けようというところで。答申案もそのような方向でと。

会 長 なるほど。今、お聞きになった通りですけども、ひとつは指定管理者が

取扱う市民の個人情報について、この条例をどの程度、適用をみるかと

いうはなしでね、一番わかりやすいのは、実施機関に組み入れるという

かね、実施機関にいれるということになれば、条例の規定は適用される

んで、そこにありますように、兵庫県の尼崎市の条例というのは、これ

は実施機関にいれてるわけね。それから藤沢市の個人情報の条例という

のも、実施機関の中に、指定管理者というのをいれてると。ここに上が

ってる条例は、全部いれてるのが例としてしめしたいということで、資

料ができてるんですか。

事 務 局 いえ。とりあえず１頁目が指定管理者を実施機関に含めている団体で、

これが兵庫県尼崎市、神奈川県の藤沢市で、それ以降の頁につきまして

は、実施機関に入れているところはどこもございませんで、委託に伴う

措置等とか、位置付けとしましては出資法人と同じような義務規定を課

しているようなところなんですけれども、一方、２頁目の下のところで

すが、ここでは受託者といいますか、そうような形態をとっている団体

もありまして、ただ実施機関に含めていますのは、現段階で、事務局が

調べるところによりますと、そんなにあるものではないようでございま

して、主はそれ以外の頁に示しているところが多いようです。

会 長 実施機関に入れるというのは、情報公開もそうでしょうけどね、そもそ

もは公社のたぐいを実施機関にいれることについてもいろいろと議論が

あったんで、近頃は公社のようなものを実施機関に入れているのもみら

れるようになったんんですけどね、それを飛び越えて、急に民間の指定

管理者というのを実施機関にやっともっていくっていうのは、やっぱ

り、議論はまだ尽くされていないような気もするね。市の保護条例とい

うのは行政機関を保有するとかいてないけど、いってみりゃ、国の保有

する行政機関の保有する個人情報保護法に準じたものというはなしだか

らね。民間規制というのは、そこでは、必ずしもかぶせるということは

やってないわけですよね。指定管理者っていうのは、市の管理を代行す

る、代行するというのは契約とちがう、協定やというはなしになってる

んですけど、しかしそれは民間事業者であることは間違いないわね。そ

れにストレートに実施機関として位置付けするのはちょっと早計やない

かなという理屈はあるんだと思うんですけどね。 何かご意見はありま

せんかね。実施機関として位置付けないで、今まである出資法人の情報

公開とか出資法人の個人情報の保護ということになると、委託にともな

う措置というようなところだから、何条になりますかね、これ、現在の

条例でいうと…。

委 員 ４条か、条５条。出資法人は５条ですね。

会 長 出資法人は５条になってるね。現在は出資法人の責務になってるけど、

これは努力義務になってるわけやね。これはどうなるんですかね。指定

管理者ていったら、民間事業者でしょ。公的部門のほかに民間部門の個

人情報保護っていうのは、個人情報保護法じゃないですか、個人情報保

護法の適用ていうのはどうなるわけ？指定管理者っていうのは…。ある

って話？

委 員 たぶん、情報取扱事業者になるでしょうね。

会 長 なるんでしょうね。個人情報保護法である程度責務は…。だけど市から
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委託を受けて、その関係で扱う個人情報というのは、市との関係で、き

ちっと保護してほしいということを市のほうから要請するという恰好に

なるから、そうすると、出資法人のようなものと同じに扱うけども、そ

もそも出資法人というのは、個人情報保護法ができたあとでもこれは努

力義務でいいんですか。努めるものとするというのは、えらい弱い規定

になってますな…。なんかいろいろと、ちょっと詰めなければならない

ところもあるような感じですけども、いかがでしょうかね、何かご意見

ありませんか…。現在は条例の運用で、出資法人の人がね、漏らした場

合、罰則の規定、適用ある？

事 務 局 適用ありません。

会 長 ないね。ですから、そのあたりのところも、議論の対象となるわけです

わ。指定管理者の人が漏らした場合にね、罰則の適用をみるべきだとい

う意見は多いと思いますけどね。そうなると、どういうところを直した

らいいのかということについて、浮き彫りになってくるんですけどね。

最初に、実施機関に入れるか入れないかという話で、実施機関に入れて

るところもあるけど、非常に少数派やと。だから、川西市としては実施

機関に入れるということについては、あんまり積極的には扱えないとい

うようなニュアンスがあったけど、我々はその点についてはどうか。こ

の点はどうですか。

委 員 他市が、特に実施機関に入れたというのは、特別な理由でもあるんです

かね。

委 員 これ、だから出資法人も実施機関のまま入ってるから、土地開発公社な

んかとか、それと同じに扱いにされているのでは…。

会 長 ワンランク厳しいという話になるわけやね…。もともと、出資法人を実

施機関にしているということはね。そこまで厳しくやらなきゃいけない

から、厳しくすると逆に今度はいろいろと弊害が生じたりするというこ

とがないのかということと、比較検討せないかんという話になると思う

んですけどね…。どうでしょうかね、実施機関に入れるということにす

るか、実施機関に入れないで、出資法人と同列において、出資法人等に

ついての保護要請と同等のものとして扱うということにするかという点

ですけどね。どうでしょうかね…。

委 員 質問なんですが、よくわからないんで、教えていただいたらと思うんで

すが、個人情報保護条例の他の団体とか、機関等の、たとえば学校なん

かですと、情報を取扱う業者があれば、それに対しては、個人情報に関

わる契約を結びますね、甲と乙というかたちで、きちっと、こういう場

合はこうすると、この場合は、こういった条例の中に入ってしまうと、

そういうものの取り決めは一切ないんでしょうかね。実施機関だったら

それをする必要ないかもしれませんが、事業できちっと位置付いている

場合は、川西市とそういった団体が、きちっとした契約を結ぶというよ

うなことはあるんでしょうか。ないんでしょうか。

会 長 指定管理者制度というのは契約じゃなくて、協定を結ぶということなっ

てるんですよね。性質的には、代行という、代行という意味はなかなか

説明が必ずしもないわけだけども、契約では賄わないんだという話にな

って、そこが管理委託者制度と違うということの一つのポイントという

か、なんかそんなふうになってますね。ですから、従来の管理委託の場

合、委託契約ということで、そこでいろんな取り決めをするわけでし

ょ。今回の場合は、指定管理者制度は、地方自治法上の契約には該当し

ないと。ですから、協定を結ぶということになっているという…。そこ

のところが、私もちょっと理解不十分なんですけど。ですから、指定管

理者の場合は、議会でもって、指定するわけですよね。ですから、そこ

のとこで入札なんかは行わないという話なるんですよね。管理委託者制
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度だったら、入札というんはあるわけやね、どこに委託するとかいう話

でね。

委 員 一般公募して、公の、例えば公民館管理する人いませんか、というかた

ちで、一般公募して、手を挙げた段階で、いろんな基準をみたしている

かどうかというのを議会で審議して、議会が、じゃああなたにお任せし

ますというかたちで指定管理者というのは決められちゃう訳です。決め

られますとその限りにおいて、指定管理者は、たとえば公民館なら公民

館についての職務権限を持ってしまう、あるいは市と同じ権限をその限

りにおいては持つという、そういう制度だと。単純にいうとね。そうい

う仕組みなんですよね。だから、契約を取り交わしてここまではできま

すよ、ここから先はあなたがたはこうしてくださいね、という感じの話

し合いで内容を決めるわけではないと。運営を任したというかたちで任

されるんですけど、それは民間のいわゆるノウハウを使って、公民館を

利益上がるように運営するんなら、運営するというかたちで、やってい

くというかたちになるんですけどね。今までのように契約結ぶというか

たちで、こうしてください、ああしてください、というのを相互の市と

そ事業者との間で、話し合いで決めるというわけではない。本来、市が

行うはずの行為を民間にやらせるという、単純に言うとね。

委 員 そうしたら、そのときの個人情報が漏れたときのペナルティとかは？

委 員 多分、それは指定管理者の…、保護法という法律で、情報取扱事業者に

認定されると思うんですね。個人情報保護法上ね。そっちから、ペナル

ティは出てくるだろうと思うんですけども、ただ、本来、市が行うべき

業務を代行するわけですから、市のほうが、こんなずさんなやつをおま

えら指定しているやないか、というふうに市の責任を問われたときには

逃げ口上はない。だから条例でなんとか縛っておかなあかん、そういう

ことで、条例の中に個人情報保護条例の中に、指定管理者としての関係

で、個人情報についての取り扱いの規定を設ける必要があるんじゃない

か、ということで議論が出発してるということなんですよね。

委 員 ただ、個人情報保護法の場合は、年間５千件のデータだから、それ未満

のデータを扱っている業者だったら、個人情報保護の適用がないから、

条例に組み込むっていうメリットは出てきますよね。罰則の関係上ね。

委 員 ただ、現行の条例でいくと、例えば出資法人と同じような扱いとなれば

条例でもペナルティはないですよね。

委 員 それって、逃げ道を作ってるって感じですよね。

会 長 だから、協定の中にですね、個人情報の保護に関する、そういう措置を

講じなければならないとか、そういうふうなことを個人情報保護条例で

規定しておくということが実施機関じゃない場合には考えられるわけよ

ね。それは、指定管理者と出資法人なんかと一緒なのか、出資法人のほ

うはもうちょっと、努力義務にとどめておいて、指定管理者の場合は、

拘束的な義務を課するという話にするのか、出資法人も同じように、こ

うしなきゃいけないというふにするということなど、そこらのところが

議論の余地があると思いますね。

委 員 指定管理者になった場合ね、運営が適正でないという場合に外されるこ

ともあるわけですよね。

会 長 それは、多分、協定でそういう場合は指定を取り消すというようなこと

は、規定されるでしょうね。これは。

委 員 そういったことでもつけておかないとね。

事 務 局 指定管理者の取消しについてはですね、地方自治法の２４４条の第１１

項の規定に、取消規定がございまして、条項がダブるということで、条

例上には規定はしておりません。

委 員 自治法で、そうしたら、そういうことはできると。
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事 務 局 法律のほうに規定がありましたので。

委 員 それくらいは市のほうに管理していただかないと、民間になるとどうし

ても利益優先になるんじゃないかなという気がして。利用者にとっては

あまりよくないかなと思うので…。

会 長 それで、ここに例として上がっている２～３頁については、実施機関と

して位置付けてないけれど、その場合は、こういう規定を置いていると

いうひとつの例示ですよね。こういう例示規定を…。宮城県はかわって

るという話がありましたが、どこがかわっているの？これ。

事 務 局 変わっているという説明ですけども、委託業務と同じ条項の中に併記を

しているというような規定の仕方でございますね、他の自治体について

は、指定管理者の部分についての処置を条を起こしておるというような

ことであろうと思います。

委 員 出資法人と同じような取扱いをするということになると、笠岡市の条例

が一番それに近いですよね。広島県だとか千葉県ってところは、まさに

実施機関に準ずる取り扱いですよね。宮城県がよくわからないのです

が、どういう位置付けなのか…。指定管理者、多治見市のやつは、実施

機関、類似の機関だというかたちで取り扱ってるんですよね。これは違

反行為に対する罰則でどういうふうに指定管理者を位置付けているのか

わからないから、明確にはいえないんですけど、おそらく広島だとか千

葉とか、実施機関に準じた取り扱いをしているんですから、一定の範囲

で多分ペナルティをつけているんだと思うんですけどね。

事 務 局 一応、指定管理者の部分につきましては、どこの自治体も一定ペナルテ

ィを、罰則の中に取り込まれているいうのが…。出資法人並みにして、

先ほど出資法人は罰則規定がないから、出資法人並みにしたら、指定管

理者は罰則がないのかというのではなくて、指定管理者の、そういう講

じなければならない、漏らしてはならないということについて、それに

伴う罰則が付いてきて、利用されているというような…。

委 員 位置付けは出資法人と一緒だけれども、ペナルティに関しては、指定管

理者だけは別枠で、課すということですね。

会 長 取りまとめた話になれば、まず実施機関に組み入れるか入れないかとい

うことで、組み入れればそれでもう、そんなに議論せんでもいいという

話でしょ。だけど、実施機関として組み入れるには、ちょっと、きつす

ぎるということだと、実施機関とは違うそういう位置づけをすると、だ

けど別に定めていても実施機関と同様の義務を負うものとするとかね、

そういうような規定を置いているところもあるわけですね。あるいは、

必要な処置を講じなきゃならないというようなことをいってる場合もあ

るわけですけど、実施機関としないということになれば、それについて

従来、実施機関以外のもので条例の適用を受けるものとしては、出資法

人等というのが、条例で努めるものとするということになってるような

のが多いんですけれども、規定の適用があるわけなんでね。それと同列

に扱うのか、そうじゃなくて、実施機関と同じくらい、別の定め方はす

るけれど、かなり強い要請をするという点、その場合、出資法人等と別

の範疇にするか、出資法人と一緒にするかって話やね。その場合に、二

つのやり方があるわけでしょ。出資法人のほうも、このついでに強くす

るというのと、出資法人は従来どおり努めるものとするでいいけれど、

指定管理者だけはこうしなきゃならないとか、強くするという、そうい

うようなやり方というようなことの。そういうことに整理されるんじゃ

ないですか。それのどれを選択するのかと。努めるものにするという話

になると、それは従来、罰則は入れてないわけやね。これは多分。です

から、努めなければならない、そうじゃなくて義務を負うものにすると

か、講じなければならないとかという話になる時には、それと併せて、
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指定管理者制度における取扱利用者については、条例上の罰則も食らわ

すということを予定すべきだという話になるんだと思います。ここに、

広島県、千葉県、宮城県、多治見市とか、笠岡市とかあるでしょう、こ

こでの罰則はどうなってるんですか。広島県の条例だったら、指定管理

者制度の適用ある場合に罰則あるとかね、千葉県の場合…。千葉県なん

かありそうな感じですよね。

委 員 さっき言われたように、あるんでしょ。基本的には。

会 長 宮城県なんかもありそうな感じだけど、ちょっとそこまでの条文まで付

けてもらってないから…。ここに札幌市のがありますね…。でもこれ指

定実施機関という話で。それなら、最初から実施機関に入れてもらった

ほうが、手っ取り早いような感じやね。

委 員 指定実施機関はあれでしょ、指定管理者を指定した実施機関ですから。

会 長 これは、本体ほうやね。しかし、ここまでごちゃごちゃとやるんだった

ら、実施機関に入れてたほうが、手っ取り早いね。

委 員 よくわかりませんね。

委 員 これ、実施機関に準じるっていう場合は、自己情報の開示請求とか、あ

あいうことはどうなんですかね、訂正の申立てとかいうのは。

会 長 実施機関に準ずるっていう場合には、中止要請とかが同じようにできる

んですよね。

委 員 準じたときは、関連する法令は準用できるっていうことでしょうね。

委 員 全く扱いは、同じになるわけですよね。どこか違うところはあるんです

か。準用の場合は…。

委 員 どの条文を準用するかですね。

委 員 実施機関と、そうでない、準ずるとのいう、その違いですね、その辺が

どのへんにあるのか、公務員の場合の守秘義務というのがあるわけです

けど、そういったことが、こういった、いろんな営利団体に対して、入

るのかどうか、そのへんがどういう扱いになるかによって、やはり、個

人情報保護の立場からの意見は出せるかなと思ってみたりするんですけ

どね。どんなもんでしょうか…。

委 員 だから、公務員の規定のどのあたりを準用するかっていう、それに係わ

ってくると思うんですけどね。

委 員 だから、今はっきりしてないから、わからないんだけど、そこらをやは

り、煮詰めて出してほしいということは意見として出せるかなと思って

るんですけどね。

委 員 それから前回でしたかね、個人情報保護法のほうで、今、罰則を強化す

るという動きがあるということをお伝えしましたけど、あれによると、

民間のほうが厳しいんですよね。官に甘く、民に厳しくということだか

ら、辺に、官とお同じような扱いすると、逆に民間にしたほうが厳しい

面もあるんでしょうね。

委 員 具体的なことでいうとね、コミニティが今やっておられる人もあるから

具体的に聞かせもらえたらいいんですけど、自治会なんかで、名簿を出

しているんですね。住所、名前、電話番号、それから地図、そういった

ものを印刷して配ったり、断る人は、断っておられますけど。そういっ

たものは、本来は、そういう実施機関に準ずるようになれば、絶対出せ

ない種類のものになってくると思うんですけどね。そういったことはど

んなんですかね。

便利だから出してるという部分はあるんですけど。あれは、個人情報の

保護の観点からすると、非常に逆のことになっているのかなと。同窓会

なんかの名簿なんかもね、よくいろんなところに売られたりしているん

だけど、あれを断る人が、最近、随分出てきてるというふうに聞いてい

るんですけどね。その辺のことも、何かこういったことと関わりがある
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のかなと思ってみたりするんですけど。

会 長 ですから、個人情報保護法ができたということで、かなりナーバスにな

っているという動きはあるって指摘はありますよね。ちょっとのことで

も、個人情報の保護だということがそこで主張されるから、いろんなこ

との動きがとれなくなるというケースも出てくるわけだけど、それもそ

のうち落ち着いてくるというか、適正な保護に落ち着くだろうと思うん

ですけどね…。

委 員 今、出ているのは、単なる個人情報とか個人データだけなんですよね。

今のは個人の秘密に属するファイルでしょ。住所とか名前とか、名簿だ

けを外部に提供したら、それは処罰はされないんですよね。でも、現行

条例では罰則の対象になるんですよ。秘密という縛りがあるから。個人

情報保護法のほうは秘密という縛りがないんで、個人データとか単なる

個人情報、そういうものを提供したら処罰の対象になるんですけどね。

会 長 現在の川西市の個人情報保護条例で、実施機関というのは置いておい

て、もし実施機関にしないという場合に、出資法人と規定の適用がある

のはどの規定になるわけ？４条、５条？ここは責務規定やね。委託に伴

う措置とか、受託者の責務とか、これはどうなるわけ？そこには、受託

とか委託とか違うてことだったら、代行するのはなんかいれないかんと

いう話になるわけやな。指定管理者の指定を受けたものとかここにはい

るてことになるわけでしょ。もしいっしょに扱うとしたら。だけど、そ

れとはまた別の規定の仕方をするといったら、１５条、１６条と別の規

定をおかないかんと、いうことになるようなかんじですね。どうもちょ

っとなんていうんでしょうかね、指定管理者については、この条例…、

実施機関だったら全部適用があるわけでしょ。たとえば、中止命令と

か、そうような中止要請できるとか、なるわけだけれども。みてると

ね、実施機関にしてないところはね、条例の準ずるところは、管理に係

る、収集の制限とか目的外利用とかそうところまでは準ずるっていうは

なしになるんだけど、その先の利用の訂正とか、あるいは中止とか、そ

ういうことについては、指定管理者に別途の規定を適用をすべきだと考

えてる自治体もあるようで、そうなると、実施機関と同列に扱えないの

で、別にやってると。大阪市もなおしたのみてると、こういうふうにか

いてありますね。「指定管理者が公の施設の管理を行うにあったって取

得した個人情報の取り扱いについては、実施機関が行う個人情報の取り

扱いの例による旨の規定を整備するとともに、指定管理者の保有する個

人情報の本人からの開示、訂正および利用停止の請求、是正の申出およ

び情報の提供の申出にたいしては、実施機関が指定管理者から当該個人

情報の提供を受け、開示等、決定等行うとともに、指定管理者に対して

必要な処理を行わせる旨の規定を設ける。」と、こうなっているわけよ

ね。ですから、そこで開示とか訂正とか、利用の停止とかという部分に

ついては、特別な規定を置くということをやってるところもあって、こ

れ大阪府も、大体、こんな感じのこと言ってますね。ですから、そこら

のところは、実施機関と同列じゃやないから、実施機関にいれないとい

う理屈になってるやと思うんですよね。だから、いくつかのパターンが

あるということで、ちょっとここの資料では、そのパターンが十分に表

れていないので、このパターン分けしたようなものを事務局に作っても

らう必要性があるかな。ですから、実施機関にいれるとどうなるか、実

施機関に入れない場合は、実施機関と同列に扱うということはどこまで

を同列に扱うかという話やね。そして、実施機関と同列に扱うのは、収

集制限とか利用制限とか、そういうところについては、その条例の規定

に準ずるというようなことをやると。だけど、開示とか訂正とか中止と

かについては、指定管理者と実施機関との関係を考慮した規定をすべき
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なのか、ストレートで条例の規定を適用して、指定管理者に直接開示請

求するようにするのか、あるはストレートで中止を命令する、請求する

というようにするのか、そこらのとこは、ワンクッションいると考える

自治体もあるわけや。そこらのところも違いとして表れてきますね。今

の、そもそも最初の理解として、川西市の出資法人といいますか、公社

みたいなところは、どうやってるわけですか。公社が直接本人に答える

ような恰好にになってるわけ？

事 務 局 各出資法人においては、条例と同等の規定を設けて、出資法人自らが市

と同じような運用を行っております。

会 長 そうするとね、そういうのが、みな指定管理者制度に移ったら、指定管

理者については、特に個人情報保護の要綱か、何かをもってもらうって

話になるわけ？

委 員 出資法人と同じ立場に置くのならば、そういういうことですよね。

会 長 だけど指定管理者制度っていうのは、それよりももっと自治体と密接な

関係にあって、直接規定の条例があるようにね…。

委 員 出資法人ならばね、ある種の民間団体と同じなんですよ。私法人と同じ

ような扱いをすることができるんですけども、指定管理者の場合は、少

なくとも、職務権限に関する範囲においては、まさに公法人と同列とい

うか、同じ扱いになるわけですから。当然、実施機関と同じような扱い

を。

会 長 だから、指定管理者が、独自のそういう要綱をもって、個人情報保護に

あたるというような問題じゃないわけか。

委 員 そうです。だから、条例で、指定管理者のほうは入れて、だから罰則規

定を自治体なんかは、設けることができる。

会 長 だから、今の川西市の出資法人等の規定は包括的なことしか定めてない

し、それでまかなっていいかということになるわけでしょ。つまり、そ

れぞれの管理委託受けてる自治体が個人情報保護についての規定をもう

けてるってわけでしょ。そういう規定をもって、それを運用して、実質

的には条例が適用されているのと同じような内容やと。だけど適用条項

は違うわけや。さっき言ったうに、条例じゃないと、不服申立てなどが

あったときは、当然権利としてやれるのかどうかっていう問題が出てく

るわね。だから出資法人について、今まだややこしい問題が生じてない

からいいけれども、出資法人については、今は要綱ってことになってる

の。何になっているの。

事 務 局 規程です。

会 長 規程ね。規程というのは、条例のような拘束力というか、そういう効果

はないわけやね。一応は、指針みたいなもんやない。だから、出資法人

みたいなのは…。でも、出資法人が常に公の施設管理しているわけじゃ

やないからね。出資法人というのは残るわけやね。どっちみち。出資法

人のあるものは、指定管理者制度に移行せないかんけども、だけど公の

施設を管理してない出資法人というのもあるわけでしょ。出資法人てい

うのはみな公の管理しているのばかり？

事 務 局 そうでないものもあります。

会 長 だから、出資法人というのは、管理委託制度というのが、指定管理者制

度に移行するということが予定されているけども、なくなりゃせんわけ

やね。そうすると、指定管理者の適用を受けるものと、出資法人とは個

人情報保護の観点では、全く同じ取扱いをするというふうにもっていく

か、それはちょっと違う設定を置く必要性があるっていう話になるか、

そこらを詰めないかんという理屈ですね。ちょっと、あれやこれやとい

う話になると、今日一日ではまとまれへんな、これ。

委 員 個人情報保護法の改正の動きとも絡んでくるでしょ。罰則の関係という
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のは。

会 長 指定管理者というのは、個人情報保護法のどういう部分がどれだけ適用

されるのか、民間やからな、これも。そこらのところは、ちょっと説明

がないと、やりにくいね。

委 員 指定管理者が処分権限を行使する範囲内での情報管理に関しては、行政

機関に準じて扱われますから、多分、個人情報保護法というんじゃなく

て、行政機関の保有する個人情報に関する法律のほうが適用されるので

は…。ただ、指定管理者は国のレベルじゃないんで、自治体レベルです

から、条例で…。都道府県レベルの条例で規定する必要はあるだろうと

思います。指定管理者が与えられた職務権限の範囲内で行う業務ってい

うのは、まさに公共性ですから。行政事務ですから。

会 長 そこのところは、代行やからね。代行というのは、行政が本来やるべき

ことを代わりにやるってことなんで、その関係においては、公的な活動

っていう話になるわけで、それは、国の場合でいったら、公的部門と民

間部門を分けて規定しているわけだけどね。自治体の場合は、行政機関

の保有する個人情報保護法に代わるものは条例ですよね。ですから、条

例というので、賄わなければいけないということになるんじゃないかな

…。だから、条例で賄うとしたら…。まあ条文まで我々が考える必要は

ないので、指定管理者制度について、この条例のしかるべき部分はこう

であるという恰好で適用するようにすべしとかね。それから、開示とか

訂正とか中止とかっていうのについては、こうすべきだとか。そういう

ふうに、ここでもの申せばいいってことになるんですけどね。それで、

その扱う人の罰則の規定を当然用意すべきだとかですね。そういうふう

なこというわけでしょう。それはどういうふうなまとめかたをするかっ

ていうと、いくつかのまとめるパターンがあるような気がしますね…。

委 員 一番単純なのは、実施機関に入れるか、入れないかでしょ。入れないと

するならば、出資法人やその他の事業者と同じように扱うんじゃなくて

指定管理者というのは別枠で定めて、どこまでを実施機関と同じように

扱うか、義務化、括りつけて、ペナルティの範囲まで持っていくかとい

う、そこだけですよね。大阪のようなパターンでいくのか、あるいは、

実施機関の中でいくという、尼崎のようなパターンでいくのか。それと

もペナルティの部分、出資法人、あるいは一般事業者と同じように、努

力しなさいよでとどめておくのか、ということですよね。

副 会 長 一長一短ありますから、この場合にはこうなると、適用の結果、長所と

短所を表のようなものにしてこれにしようかとか、そういう評価のよう

な経過を踏んで、やっぱり大阪府も決めたんだと思いますからね。それ

は、一応決めないと、大阪的にやってしまうの簡単ですが、そうもいか

んでしょう。

会 長 出資法人等というのと、それから個別的に市が頼むという受託者ていう

のあるわね、委託、受託の関係ね。これは同列じゃないわけやな。出資

法人のものと、受託者と指定管理人を同じにしたらいいという理屈もあ

るやない。受託者っていうのは、それなりに重い責任持ってるわけでし

ょ。この条例上はね。受託者っていうのは、開示請求とかね、訂正とか

あった場合どうなるの、川西の場合。

事 務 局 これは、個人情報そのものは、市の管理下にありますので、市のほうが

対応するというようなことに…。

会 長 受託者か、何かよそに漏らしそうだとかいう場合に、市に対して漏らさ

んようにしてくれと、いうふうに請求すればいいわけで。受託者にスト

レートにいう手はないわけね。

事 務 局 今の委託関係というのは、委託契約に基づいて、個人情報を扱わせると

いうような例でありますので…。その個人情報だけを取り上げて、これ
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を扱いなさいというような委託というのはないようには思うんですけど

も…。

会 長 自治体によっては、受託者の責務というか、それと同列に指定管理人の

制度するという規定を設けて、そして一応手当したことにしたというの

もあるんですよね。

委 員 多治見市なんかそうですよね。

会 長 多治見市なんかそういうことになりますな。そういうやり方もあると。

出資法人と同列に扱う…、あるいは出資法人と同列じゃないけど、出資

法人的な描き方をするという、受託者みたいなもんと同列に扱うという

ふうにするかとかというのがあるわけでしょ。どうでしょうかね、今日

は皆さんから意見が出て、論点が浮き彫りになったっていうかね、まと

め方のいろんなものがあるということが吹き出してきたわけなんで。た

たき台みたいなものとしてはですな、こういうものにしたらどうかとい

うようなものを、事務局の方でもいくつかのパターンを用意してもらう

っていうのが必要かも知れないですね。

副 会 長 それ見て、取捨選択するというのも…。

委 員 そうですね。

事 務 局 よろしいでしょうか。先ほどから論点になっておりました、公法人と私

法人、もしくは個人のかた、いわゆる指定管理者というのはその間に入

る部分なんですね、非常に取り扱いが難しいところだと思うんです。そ

れで、情報公開のほうで、実施機関に含めないという理由といいますの

は、これから指定管理者がどういう方がなられるかいうのが不明確なと

ころがありますし、例えば、罰則規定なりもうけましても、それに対応

するだけのスキルがあるかどうか不明確であるという点もございます。

ですから、そういう面でできれば、民と公の間のような立場で、とりあ

えず規定をしていく中で整備を図りたいと。それともう一点、個人情報

保護の関係で、当然ながら、個人情報の取り扱い事業者の情報の取り扱

いについて、もしくは地方公共団体の責務義務がありますね、これにつ

いて、ある程度、条例のなかで規定していくというのが、一番、今の中

身が見えない中で、一番適正ではないかという事務局のほうでの話があ

ったわけですよ。これは、当然ご審議願うことですので、事務局として

は、その間の情報公開の関係等の中で、今、中途半端な位置に、さきほ

ど井上先生おっしゃられたように、私法人でありながら、行政権限でや

っていく、それにかかわらず、たとえば指定管理者が、大きなところで

あるか、もしくは自治会みたいなコミニティみたいなところであるかと

か、いろんな形態が考えられますので、いったんその間のなかの部分で

止めさせていただくなかで、ご審議を賜らないかなということで、事務

局のほうで今日、論議しとったところなんです。そういうような中で、

ご意見を賜ればということなんです。

会 長 だから、今の話はそのとおりなんだけど、その議論をつめるとですね、

とりまとめの仕方っていうのがね、いくつかにわかれるやないかという

話ですよね。こに望ましいものっていうのはどれかというのを選択する

のがね、先ほどの反し話じゃないけれども、審議会の委員という立場か

らですね、選択しにくいという話なんですよね。事務局が考えているの

は、一通りだというふうに考えているわけ？先ほどのような審議をする

と、どういうふうな定め方をしたら、事務局が考えてる考え方になるわ

け。

委 員 だから実施機関の外において、出資法人よりは、ちょっと厳しくという

ことですよね。イコール、同じような努力義務というようなかたちで、

出資法人のような取り扱いをするんじゃないけども、実施機関とイコー

ルにはしない。一定の範囲で実施機関と同じような縛りはかけるけど
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も、どこまでその実施機関と同じように扱うか、というのは考えなあか

んだろうということでしょうね。たぶんね。ということですよね。

事 務 局 はい。概ね…。

委 員 少なくとも、処分権限の範囲内で、収集された個人情報については、実

施機関と同じような取り扱いをしたほうがいいってことですよね。

事 務 局 法律的に専門性があるとこについては、ちょっと理解が不十分なところ

もあるんですけども、先ほどから、個人情報保護法の対象になるかなら

ないかいうご議論あるんですけど、実施機関に入れた場合に、５千件以

上、どのような団体が手をあげるかは、不明確ですけども、例えば、そ

ういう個人情報取扱業者が、指定管理者になった場合は、条例が優先す

るのか、法が優先するのか、この辺は、ちょっと不明確だなという面も

ありまして、実施機関というかたちで、規定をされれば、それはそれで

明確にはなるんですけども、その適用法令が、若干不明確じゃないかな

と、我々の理解ではそう思ってて。それを考えれば、指定管理者だけを

取り出して、規定するほうがベターではないかな、というのが事務局の

一つの考え方ですけど。

委 員 やっぱり、個人情報取扱事業者が指定管理者になった場合は、個人情報

保護法の適用を受けるんでしょうね。やっぱり…。法優先ですからね。

ただ個人情報取扱事業者にならないような者が、指定管理者になった場

合に、条例でカバーするというそういう関係になるんですかね。

会 長 指定管理者というのは、先ほどの話で、民間事業者といったら、５千件

以上扱っていたら、個人情報保護法が適用されるけどね、個人情報保護

法というのは、公の性質によって、適用するしないという話になるの？

民間事業者が公的になったということで、区別をしているのか、そこの

ところは詰める必要があるけど。もし、公の性質でもって個人情報保護

法が適用される、あるいは行政機関の保有する個人情報保護法が適用さ

れるというのが決まるとすると、公的な活動領域については条例が適用

されると。それは、優先というか、個人情報保護法は適用されない状況

って話になるわけやん。民間の領域に適用されるんだから、公的な領域

っていうのは予想してないという話になると、条例で適用せなあかんと

いう話になるわけでしょ。そこのところの詰めがいるという話じゃない

ですか。

委 員 おそらく指定管理者がね、個人情報を漏らして、その個人情報に損害賠

償を請求するときは、国賠で市を訴えるはずですから。行政機関ですよ

ね、その限りは。

会 長 代行しているからね。その可能性はあるね。

委 員 例えば、ライブドアとか楽天あたりが指定管理者になって、少なくとも

川西市のどこかの公の施設の管理で指定管理者になって、その範囲内で

情報を漏らして、市民に不利益をもたらしたときは、川西市を訴えて、

多分、損害賠償請求事件が提起されるはずで、ライブドア本人に対して

訴えを提起するとは、法律上、裁判所の逃げ方というのは…。

委 員 両方訴えるでしょ。

委 員 多分。

委 員 監督責任で…。

会 長 指定管理者に対しては、市が指定したということに伴う監督責任とか、

いろいろあるわけでしょ。だから、それは及ぶと。それがずさんだとい

うことで、市本体が賠償責任を追及されることは、当然考えられるね。

委 員 多分、条例と法律の関係なんだろうと思うんですけど、個人情報保護法

が適用されるのは民間の事業者といわれる、個人情報事業者ですよね。

情報取扱事業者の、まさしく業務における情報の取扱いにおいて、個人

情報を保護するという目的で作られてるはずなんですね。非常に一般的
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に。それに対して、個人情報保護の条例のほうで定めると、当該自治体

の中の、行政運営における個人情報の保護、市民の受ける保護の問題で

すから、目的がそもそも違いますので、同一対象であっても、どちらも

適用できるということになる可能性はありますよね。

会 長 ちょっと、これ忘れてましたけれども、資料として「指定管理者に伴う

見直しの対象になる川西市個人情報保護条例の条文」って書いてあるけ

どね。これは資料としては、この条文をなんらかの恰好で見直す必要性

があると、そういう意味の資料ですの？これ。直したらこうなるという

意味じゃないわけやね。

事 務 局 いえ、違います。この規定に何らかのかたちで関連してくるところがあ

るという…。

会 長 そういうことやね。これがこういうふうに手直しするというような内容

になっておれば、これで概ねいいのではないかという話になるんだけれ

ども、そうはいかんなと。それで、やっぱり、今日、それで結論を終え

るというのは、資料不足ということで、やりにくいということやと皆さ

んお感じだと思うんですけど。いかがですか。今日議論したところをも

う一回詰めてもらって、今日の意見を踏まえた、たたき台をちょっとこ

さえていただけませんか、事務局のほうで。そしたら、次回その内容を

ここで検討して、概ねそれでいいとか、ここは手直しすべきとかってい

う話が出てくると思いますよね。一応、ここにあるような個人情報保護

条例の条文というものに関係あるのは、２条、４条、５条、15条、16条

と思うんですけどね。これらをどういうふうにやるかっていうことを出

してもらって、我々のほうでも、次回、少しあたっていただいて、こう

いうふうにやったらいいのではないかという考え方をもって望んでいた

だくということで。

委 員 架空の事例でも結構ですが、例えばこんな場合、こんな場合はどないと

かという。例えば、指定管理者というのは、法人なんですか、個人もな

れるんですか？

事 務 局 個人ではなれませんけども。法人格を有しない団体でもいけます。

委 員 そうすると、例えば自治会館を自治会に委ねるということも可能なんで

すよね。そうすると、自治会というのが個人情報の管理について、十分

なことできるかどうかというのもちょっと疑問になりますよね。それと

同じで罰則、懲役２年というのがいいものなのかどうか。いろなんケー

スがあると思うんで、架空のケースでも結構なんで、こんなケース、こ

んなケースとかという、そういう具体例があると議論しやすいと思いま

すんで、そのへんのことよろしく。

委 員 ずっと聴かせていただいて、大体、性格がおぼろげながらわかってきた

んですけれど、実施機関と出資法人、それから指定管理、そういった横

係列の区別を、この場合は努力規定、義務規定である、あるいは個人情

報保護法との関連で、適用を受ける受けないとか、条例でやっていくと

か、そういったことが一覧表になると非常にわかりやすいので、事務局

大変ですけど、そういったものを作っていただいて、提示していただく

と。次の対応の仕方ができるんじゃないかと思いますので、要望として

お願いします。

会 長 大体、皆さん同意見じゃないかというふうに思いますので、ただ感触的

にいうと、実施機関に入れるということについては、消極的ではないか

と思うんですね。これは、情報公開のほうの審議もまだ詰まってはいな

いけど、実施機関に入れない方向で、今検討してるって考えたらいいわ

けでしょ。そこらのところは、足並みというのは合うんじゃないかな。

実施機関に入れないとういうような方向っていうのは、今日ひとつの審

議会のご意見として、大体、一致した方向ということで考えていただい
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たらいいと思います。

委 員 そうですね。

会 長 そうしたら、予定の時間になりましたので、今日はこれくらいにさせて

いただきたいと思いますけど、その他というところで、事務局のほう、

何かありますか。

事 務 局 ございません。

会 長 それでは、本日の川西市個人情報保護審議会をこれで閉じさせていただ

きたいと思います。

どうもありがとうございました。


